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G10D 弦楽器；気鳴楽器；アコーディオン又
はコンセルティーナ；打楽器；他に分
類されない楽器（音楽的特色のないおもち

ゃの楽器Ａ６３Ｈ５／００；オルガン，リード

オルガン又は類似の送風機構と一体となった

楽器Ｇ１０Ｂ；ピアノ，チェンバロ，小型ピア

ノ又は同様な弦楽器で１つ又はそれ以上の鍵

盤を有するものＧ１０Ｃ；自動楽器Ｇ１０Ｆ；

電気楽器Ｇ１０Ｈ；音を電気機械的手段若しく

は電子的発生器によって発生する楽器又は音

をデータ蓄積装置から合成する楽器Ｇ１０Ｈ） 

注 

（１）このサブクラスは鍵盤を選択的に持つ弦楽器，例．チタ

ー，を包含する。［２０１０．０１］ 

（２）このサブクラスはピアノ，チェンバロ，小型ピアノまた

は同様の弦楽器で構造上１つまたはそれ以上の鍵盤を持つも

のは包含しない。そのような楽器はサブクラスＧ１０Ｃに包含

される。［２０１０．０１］ 

1/00 弦楽器の全体構造（１つまたはそれ以上の

鍵盤のある楽器Ｇ１０Ｃ） 

1/02 ・バイオリン，ビオラ，チェロまたはダブ

ルベース 

1/04 ・ハープまたはリラ 

1/06 ・マンドリン 

1/08 ・ギター 

1/10 ・バンジョー 

1/12 ・チター，例．オートハープ 

3/00 弦楽器の細部または付属品 

3/02 ・共鳴手段，ホーンまたは振動板 

3/04 ・駒；弱音器；カポタスト 

3/06 ・指板 

3/08 ・・鍵盤状のもの 

3/10 ・弦 

3/12 ・弦の係止装置，例．テールピースまたは

ヒッチピン 

3/14 ・調弦装置，例．糸巻，ピンまたは摩擦車 

3/16 ・弓；弓のガイド；ばちまたは類似の演奏

用具 

3/18 ・楽器の部分としてのあご当て，手かけま

たは保護具 

7/00 気鳴楽器の全体構造（アコーディオンまた

はコンセルティーナＧ１０Ｄ１１／００；

ホイッスルＧ１０Ｋ５／００） 

7/02 ・気流が傾斜したエッジにふきつけられる

型式のもの，例．フルートまたはリコー

ダー 

7/04 ・・オカリナ 

7/06 ・リードをもつもの，例．オーボエ，クラ

リネット，バスーンまたはバグパイプ 

7/08 ・・サクソフォーン 

7/10 ・カップ状の吹口をもつ型式のもの，例．

コルネット，トランペットまたはトロン

ボーン 

7/12 ・フリーリードをもつもの，例．ハーモニ

カ，子供用のラッパ，調律用笛または笙 

9/00 気鳴楽器の細部または付属品 

9/02 ・吹口；リード 

9/04 ・バルブ；バルブ操作器 

9/06 ・弱音器 

11/00 アコーディオン，コンセルティーナ，また

は類似のもの；そのための鍵盤 

11/02 ・アクション 

13/00 打楽器；その細部または付属品 

13/02 ・ドラム；タンバリン 

13/04 ・ティンパニ 

13/06 ・カスタネット，シンバル，トライアング

ルまたは他の単音打楽器 

13/08 ・発音体としての棒，ブロック，フォーク，

ゴング，板，ロッドまたは歯をもつ多音

楽器 

15/00 各種楽器の組合せ（ピアノ，チェンバロ，

中型ピアノまたは同様の弦楽器で構造上１

つまたはそれ以上の鍵盤を持つものとの組

合せＧ１０Ｃ５／００） 

17/00 このサブクラスの他のいずれのグループに

も分類されない楽器，例．エオリアンハー

プまたはシンギングフレイム 

 


